
1999年 出土の木簡
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滋
賀

十

里
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
】確
賀
県
栗
太
郡
栗
東
町
大
字
十
里

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
Ｈ
）
四
月
―
二
〇
〇
〇
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
①
栗
東
町
文
化
体
育
振
興
事
業
団

４
　
調
査
担
当
者
　
近
藤
　
広

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

・
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
七
世
紀
中
期
―
八
世
紀
初
頭

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

十
里
遺
跡
は
、
近
江
南
部
を
流
れ
る
野
洲
川
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地

に
位
置
し
、
南
北
を
中
小
河
川
で
あ
る
中
ノ
川
と
境
川
に
挟
ま
れ
、
川
を
介
し

て
琵
琶
湖
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。

ま
た
、
官
衡
推
定
地
と
さ
れ
る

大
津
市
大
萱
東
光
寺
遺
跡
付
近

と
、
多
数
の
木
簡
が
出
土
し
て

い
る
中
主
町
西
河
原
森
ノ
内
遺

部

跡

（本
誌
第
八
号

。
一
人
号
）
の

紬
ほ
ぼ
中
間
に位
置
し
て
お
り
、

郡

栗
太
郡
に
お
け
る
交
通
の
拠
点

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

今
回
の
調
査
は
、
町
道
建
設
に
伴
う
も
の
で
約

一
〇
〇
〇
活
を
調
査
し
た
。

確
認
さ
れ
た
主
な
遺
構
に
は
、
七
世
紀

全
ハ
四
〇
―
七
〇
〇
年
頃
）
の
区
画
溝
、

掘
立
柱
建
物
、
梁
状
遺
構
、
土
坑
な
ど
が
あ
る
。
出
土
遺
物
に
は
、
須
恵
器
、

土
師
器

（墨
書
土
器
を
含
む
）、
木
簡
三
点
、
農

・
工
具

（杵
、
鎌
、
木
錘
、
魂
）、

漁
具

（た
も
）、
遊
具

（琴
柱
）
の
他
、
斎
串
、
刀
形
、
舟
形
、
多
量
の
燃
え
さ

し
、
動
物
の
骨
、
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
・
桃
の
種
子
な
ど
が
あ
る
。
祭
祀
関
連
遺
物
の

多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
物
の
ほ
と
ん
ど
は
、
区
画
溝
の
中
心

を
な
す
Ｓ
Ｄ
二

（検
出
長
約
五
〇
ｍ
、
幅
約
四
ｍ
、
深
さ
約
八
〇
伽
）
か
ら
出
土
し

て
い
る
。
Ｓ
Ｄ
二
の
堆
積
土
は
大
き
く
上
層
と
下
層
に
分
層
で
き
、
さ
ら
に
上

層
は
二
層
、
下
層
は
三
層
に
細
分
で
き
る
。
木
簡
は
い
ず
れ
も
下
層
の
最
上
層

か
ら
、
互
い
に
近
接
し
た
状
態
で
出
土
し
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容
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〔冠
力
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①
　
。
「乙
酉
年
四
月

一
日
合
口
大
大

。
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ω
は
、
上
端
と
左
側
面
が
欠
損
し
、
下
端
は
両
角
を
や
や
九
く
削
っ
て
い
る
。



墨
書
は
表
裏
両
面
に
認
め
ら
れ
、
表
と
裏
は
別
筆
で
あ
る
。
「勾
連
」
は

「勾
」

（現
在
栗
東
町
に
は

「下
鈎
」
「上
鈎
」
と
い
う

「ま
が
り
」
の
名
を
残
す
字
名
が
あ

る
。
ほ
ぼ
栗
太
郡
治
田
郷
に
相
当
す
る
地
域
）
を
本
拠
地
と
す
る
評
の
官
人
で
あ
り
、

そ
の
指
示
を
う
け
た
十
里
遺
跡
の
主
が
、
ど
こ
か
へ
何
か
を

「下
」
給
し
た
こ

と
を
示
す
と
も
み
ら
れ
る
。
裏
面
の

「得
」
は
受
領
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

②
は
、
板
状
の
本
製
品

（用
途
不
明
）
に
墨
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
横
材
で
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1999年出上の木簡

木
目
方
向
で
上
端
が
欠
損
し
、
中
央
や
や
下
寄
り
に

「道
師
」
と
墨
書
す
る
。

墨
書
土
器
の
中
に

「道
」
と
書
か
れ
た
も
の
が
四
点
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

注
意
を
ひ
く
。
天
武

一
三
年

全
ハ
人
四
）
制
定
の
人
色
の
姓
の
、
第
五
位
の
姓

に

「道
師
」
が
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
も
土
師
、
鍛
師
、
薬
師
な
ど
と
と

も
に
道
師
と
い
う
こ
と
ば
自
体
は
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
共
伴
遺
物
に
ふ
い
ご

の
羽
口
や
漆
が
付
着
し
た
土
器
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
滋
賀

県
斗
西
遺
跡
出
土
木
簡

（本
誌
第

一
三
号
）、
長
屋
王
家
木
簡

（
『平
城
宮
発
掘
調

査
出
土
木
簡
概
報
』
二
七
・
二
人
）
に

「道
師
」
の
用
例
が
あ
る
。

０
は
、
上
部
右
端
を
欠
損
し
、
下
端
に
は
切
断
し
た
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

「乙
酉
年
」
は
、
出
土
し
た
土
器
の
年
代
観
か
ら
六
八
五
年
と
す
る
の
が
妥
当

で
あ
る
。
「四
月

一
日
」
は

「孟
夏
の
旬
」
の
日
、
「更
衣
」
の
日
に
あ
た
り
、

〔冠
力
〕

「小
口
」
令
を
く
ち
」
で
大
口
袴
の
対
語
だ
ろ
う
か
）
と

「□
」
は
、
そ
の
日
の

儀
式
に
参
集
す
る
服
装
に
つ
い
て
表
現
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
裏
面
に

も
文
字
ら
し
き
も
の
が
認
め
ら
れ
る
が
判
読
不
能
。

な
お
、
解
読
に
あ
た
っ
て
は
山
尾
幸
久
氏
の
ご
協
力
を
得
、
本
文
の
内
容
も

山
尾
氏
の
解
釈
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
解
釈
の
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
筆

者
の
責
任
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

栗
東
町
教
育
委
員
会

・
卸
栗
東
町
文
化
体
育
振
興
事
業
団

『文
字
資
料
が
語

る

〃律
令
期
の
湖
南
豊

栗
東
町
出
土
文
化
財
セ
ン
タ
ー
調
査
研
究
報
告
会

（二
〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（近
藤
　
広
）




